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「細則４－４ 太陽光発電設備を設置する危険物施設が講じる安全対策」の解説 

 

平成 27年国通知により、危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等について「危

険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドライン」が示されました。 

当該国通知を受け、太陽光発電設備を設置する危険物施設は、火災等及び太陽光発電設備におけ

る不具合が生じた際の安全対策である細則４－４を定める必要があります。 

関係通知：【平成 27.６.８消防危 135】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

表示の例 

 

 機器本体への表示 

 

 

 

 

 配線等への表示 

貼付型 タグ型 


